
～市道認定までの流れ～

受付窓口：

相談受付

↓

現地調査 → 相談者へ回答

↓

指摘事項の連絡

↓

手直し完了

↓

市道認定書類提出

↓

現地・書類の内容審査

↓

受理

↓

市議会審議

↓

議決・認定告示

各区地域整備課
土木農林分室
各支所産業建設課

認定可能

認定不可

※現地調査を受けていないもの、不備が解消されていないもの、
必要書類が揃っていないものなどは受理することが出来ません。

内
容
に
不
備
あ
り

告示日から市道となります。

※所有権移転登記に支障となる権利等が設定されている場合
は、締め切り日が１ヶ月早くなっています。

※６月、９月、１１月の議会で審議されます。


